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序     文 

 

 

 日本政府は、カンボジア政府の要請に基づき、財務省関税消費税局に対する技術協力プロ

ジェクトを実施することを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの協力を実施することと

なりました。 

 当機構はプロジェクト開始に先立ち、本件を円滑かつ効果的に進めるために、平成 17 年

1 月 9日から 15 日までの７日間にわたり第一次事前評価調査団を、6月 12 日から 18 日の 7

日間にわたり第二次事前評価調査団を現地に派遣しました。 

 調査団は本件の背景を確認するとともに、カンボジア政府の意向を聴取し、本プロジェク

トの範囲、内容などについて議論を行いました。 

 本報告書は、今回の調査を取りまとめたものです。 

 終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 17年 6月 

 

 

独立行政法人国際協力機構 

理 事  伊 沢  正
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第１章 第一次調査 

１． 事前評価調査実施の背景・経緯 

 

１－１． カンボジアにおける税関の改革 

 

カンボジアにおける税関の改革は、（１）公共財政管理、特に政府歳入増加への貢献、及

び（２）貿易の促進という観点からドナーや民間セクター等、さまざまな方面からの注目を

集めており、重要な分野である。 

カンボジアでは 2004 年 12 月に「公共財政管理（Public Financial Management: PFM）プ

ログラム」が立ち上げられ、政府とドナーが一体となり、2015 年を目標年次として公共財

政改革に取組んでいくこととなった。本プログラムにおいて、カンボジア関税消費税局

（Customs and Excise Department: CED）は、政府歳入の増加への貢献が期待されている。

また、貿易の促進というコンテクストにおいては、WTO 加盟により国際基準に準拠した通関

制度や手続きの整備、通関手続きの簡素化、迅速化が求められている。 

このような状況の下、カンボジア関税消費税局は税関改革のための 5 ヵ年計画

（2003-2008）を策定し、各ドナー機関の支援を受けながら改革努力を行っているところで

ある。 

 

 

１－２． 要請の背景 

 

カンボジアは2003年9月にWTOへの加盟が承認されたが、正式加盟国になるためには2008

年までの5年間にWTOで定められた国際基準に準じた税関制度及び手続きを導入しなくては

ならない。WTO 以外でも、ASEAN/AFTA や APEC、WCO で定められた国際基準に基づく税関制度

や手続きの導入が必要とされており、法令や制度の整備も急務となっている。 

一方、カンボジアの税関を取り巻く現状と改革の必要性に対するカンボジア関税局職員の

認識は、一部の幹部職員を除いて決して高いとは言えず、本来の税関の業務や権限を理解し

ていない職員も多く、職員の意識向上、行政能力の向上も喫緊の課題となっている。 

以上の背景をふまえ、カンボジア政府は 2003 年度の要望調査において、日本政府に対し

技術協力プロジェクトを要請した。 
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１－３． これまでの経緯 

 

要請の内容は、HS 分類、WTO 評価協定、リスクマネジメント、税関事後調査など多岐の分

野にわたっているが、カンボジアにおける改革アジェンダの優先順位、改革の進捗状況、日

本側の支援リソースや比較優位性等を勘案し、主にリスクマネジメント分野に特化した案件

形成を行うこととなった。 

本事前評価調査団派遣を前に、2004 年 12 月 JICA 事務所長と派遣中の長期専門家（関税

政策・行政、プロジェクト調整員）でカンボジア関税局長を訪問し、日本の支援の方向性と

調査団の派遣について説明を行い、リスクマネジメント分野に特化した案件形成を行うとい

う方向性で先方の了解を得た。 

 

 

１－４． （参考）我が国の対カンボジア税関支援 

 

＜2002 年度＞ 

・ 短期専門家（関税政策・行政） 

・ 国特研修「税関行政」 

＜2003 年度＞ 

・ 長期専門家（関税政策・行政） 

・ 短期専門家（HS 分類、関税評価、旅客リスクマネジメント、税関事後調査） 

・ 第三国（インドネシア）研修「税関事後調査」 

・ 集団研修「税関行政」 

・ 国別研修「税関行政」 

＜2004 年度＞ 

・ 長期専門家（関税政策・行政） 

・ 長期専門家（税関プロジェクト業務調整） 

・ 集団研修「税関行政」 

・ 国別研修「国際基準導入」（仮称） 

＜2005 年度要請案件＞ 

・ 無償資金協力「税関電算化プロジェクト」 

・ 無償資金協力「大型貨物検査用 X線装置」 
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２． 事前評価調査の目的 

 
 本事前評価調査においては、プロジェクトの事前評価を行うにあたって必要となる情報収

集とプロジェクトへの投入や活動内容等を決定するためにカンボジアにおける税関リスク

マネジメントにおける現状把握と分析を行い、プロジェクトの方向性について関係者間で合

意形成を行い、合意内容を M/M にまとめ署名交換することを目的とした。 

 

 

３． 調査団員構成・調査日程 

 
（１） 調査団員（本邦からの派遣） 

 

氏名 担当 所属先 

武  徹 総括 JICA 経済開発部 経済政策・金融チーム長 

浜田 栄 関税行政・リスク

マネジメント 

財務省関税局調査課国際協力専門官 

吉田 徹 協力企画 JICA 経済開発部 経済政策・金融チーム 

（以下、現地からの参団） 

三次 啓都 JICA カンボジア事務所次長 

石橋 寛人 JICA 長期専門家（関税政策・行政） 

佐野 喜子 JICA 長期専門家（プロジェクト業務調整） 
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（２） 調査日程  

 

月 日 行 程 宿泊地 

1 1/9 日 
移動 JL717 成田 10:55 発→Bangkok 15:55 着 

移動 PG942 Bangkok 18:00 発→Siem Reap 19:00 着 
Siem Reap 

09:00 

10:30 

シェムリアップ空港視察 

シェムリアップ税関訪問 
2 1/10 月 

16:30 

17:20 

移動（シェムリアップ→プノンペン／FT995) 

プノンペン着 

 Phnom Penh 

08:00 

09:00 

11:00 

JICA 事務所打合せ 

移動（プノンペン→タケオ／車） 

タケオ税関視察  
3 1/11 火 

13:30 

15:00 

15:45 

移動（タケオ→カンポット／車） 

カンポット税関視察 

移動（カンポット→シアヌークビル／車） 

Sihanoukville

4 1/12 水 

08:30 

09:30 

10:30 

13:30 

シアヌークビル港視察 

シアヌークビル港湾局訪問 

シアヌークビル税関訪問 

Wooden Port 税関視察 

Mong’s Port 税関視察 

移動（シアヌークビル→プノンペン／車） 

5 1/13 木 

08:30 

09:30 

10:30 

14:00 

 

16:00 

経済財務省表敬 

関税消費税局表敬 

プノンペン港税関視察  

ドライ･ポート視察 

プノンペン空港視察 

関税消費税局との協議 

Phnom Penh 

08:30 

14:30 

16:00 

17:00 

18:00 

団内協議 

M/M 署名交換 

JICA 事務所報告 

日本大使館報告 

プノンペン空港視察 

6 1/14 金 

移動 TG699 プノンペン 20:25 発→バンコク 21:30 着 

移動 JL704 バンコク 22:55 発→ 機中泊 

7 1/15 土 移動 JL704 →成田 06:35 着  
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４． 調査内容及び対処方針 

 

下記の４－１及び４－２の調査項目は、時間の制約により調査団の現地滞在中にカバーで

きなかったため、今後、現地事務所及び派遣中の専門家が継続して情報収集、分析を行う。 

 

 

４－１． カンボジア関税消費税局（Customs and Excise Department、以下 CEDと略す）にお

ける改革の進捗 

 

・改正関税法（Revised Law on Customs）の国会審議状況及び関連する Sub-decree 

及び Prakas（省令）の制定進捗状況 

・税関改革 5ヵ年計画の進捗状況 

・公共財政管理プログラムの観点からみた税関改革 

・民間セクター開発の観点からみた税関改革 

 

 

４－２． 関係機関との関係 

 

カンボジアの空港や港では、税関のほかに CamControl（商業省の一部局で、輸出入貨物

の検査業務を行っている局。CamControl は通称で、正式名称は、Import ‒  Export Inspection 

and Fraud Suppression Department という）、軍、警察、入管（Immigration Police）、

経済警察（Economic Police）等、税関と類似業務を行っている政府機関が数多く存在して

いる。これらの関係機関が協力のインパクトの発現を阻害する要因になりうると考えられる。

そこで、これらの関係機関との業務重複の実態がどうなっているのか、それぞれの機関の設

置法やマンデートはどうなっているのかを既存資料及び聴き取りにより確認する。 

税関と CamControl は現在、同時に検査（Simultaneous Inspection）を行っており、シア

ヌークビルには共同オフィスが設立されている。また 2004 年 8 月の政府決定（Government 

Decision）では、省庁間で重複している業務の見直し、CamControl と税関の検査証明書の

一元化、CamControl の機能と役割の見直しが決定され、CamControl と税関の統合について

も検討を行うとしている。この政府決定による改革の進捗状況と今後の見通しについて聴き

取りを行う。 
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４－３． カンボジアにおける税関リスクマネジメントの現状把握、分析 

 

プロジェクト・サイトの候補地であるプノンペン（空港、ドライポート）、シェムリアッ

プ（空港）、シアヌークビル（港）の視察を行った。また Pen Siman 関税局長の要望により、

タケオ税関、カンポット税関、シアヌークビル港近隣の密輸スポット等の視察も行った。視

察結果概要は以下の通り（各税関聴き取り調査結果は添付 1参照）。 

 

（１） 空港運営全体 

 

プノンペン・シェムリアップの空港運営は所管官庁である閣僚評議会から仏系企業（SCA

社：Société Concessionnaire de l'Aéroport）に委託されている。さらに、X 線旅客検査

を含む各業務は SCA 社から民間企業に再委託されており、X線旅客検査は MPA 社が受託して

いる。空港施設において税関職員が本来業務の権限を行使できない現状は、空港運営を管轄

する閣僚評議会と CED を管轄する経済財務省の利害対立に端を発しており、空港使用料収入

（国際線$25、国内線$6）及び不法報酬等の閣僚評議会サイドの既得権益をめぐり、空港運

営において税関のプレゼンスが名目的なものに留まっている。 

 

（２） シェムリアップ空港施設 

 

国際線到着ターミナルでの入国旅客の税関検査は、税関申告書をもとに行われているもの

の、申告書の回収を機械的に行うだけであり、税関職員に情報検索や旅客検査のためのスペ

ースを与えられていない現状において、事前情報や挙動分析による、疑わしい旅客の特定・

検査（リスクマネジメント）はほとんど行われていない。また税関カウンターの隣には、

CamControl のデスク・人員も配置されており、また輸出貨物等においても貨物検査業務に

おける税関との重複について改善の余地が指摘されている。 

 国際線出発ターミナルのセキュリティーチェックのX線検査はMPA社により航空機チェッ

クイン前及び後の 2段階に設けられている。薬物、文化財等の輸出禁制品の検知にはこれら

X線検査の結果を税関職員が共有することがもっとも有用であるが、税関は再三の要求にも

かかわらず、X線検査結果へのアクセスは制限され、また税関職員へのスペース提供も実現

していない。 

さらに、シェムリアップ空港では2006年 4月の供用を目指した新ターミナルの建設がSCA

社により開始されているものの、設計段階において CED の意見聴取は行われておらず、CED

は設計図上の税関の位置・広さ等を把握していなかった。 
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（３） プノンペン空港 

  

プノンペン空港での国際線出発・到着ターミナルでの税関のプレゼンスは上記シェムリア

ップ空港とほぼ同様である。このうちプノンペン空港では到着ターミナルに税関のオフィス

スペースが設けられている。このオフィススペースの中のプノンペン空港税関長室では、空

港セキュリティのための監視カメラからの映像が配信されるモニターが設置されている。 

  

（４） タケオ税関、カンポット税関、密輸スポット等 

 

タケオ税関、カンポット税関では、ベトナム国境を中心とした税関手続き及び密輸者取締

りを行っている。 

各税関では毎年収入目標が設定され、収入の大部分は税関手続きによるものであり（94%：

2004 年カンポット税関）、事前申告書類検査（タケオ税関）及び現物検査を国境の税関支

所で行っている。 

密輸者取締りは各税関の巡回チームが車両・ボート等で行っているものの、銃器は携帯し

ておらず、必要機材（高性能車両、モーターボート、通信機材等）・人員不足の他に、武装

密輸者や警察・軍隊が関与する密輸者の存在が、取締りを困難なものとしている。     

ベトナムのガソリン価格がカンボジアの約 3分の１であるため、ガソリンが最大の密輸品

となっており、2004 年にカンポット税関では、28.5 トンの密輸ガソリン、38.25 トンの密

輸ディーゼルを摘発した。密輸ガソリンには、関税 35%、物品税 33.337%、VAT10%の他に 50%

（ディーゼルは 200%）の罰金が科せられる。 

 

（５） シアヌークビル港 

 

カンボジア最大の港であるシアヌークビル港は、Sihanoukville Autonomous Port(港湾局)

により運営されている。同港の総貨物取扱量は、順調に伸びており（1999 年：1,140 千トン、

2003 年：1,772 千トン）、円借款等を活用した同港の Rehabilitation Project では、2015

年までに新コンテナターミナル建設（2005 年完成予定）、50ha のフリー（貿易）ゾーン建

設などを計画している。 

同港にあるシアヌークビル税関は、4支所、133 人のスタッフを擁し輸出入貨物の通関を

行っている。2002 年に通関手続きの改革が実施され、通関認可の権限をシアヌークビル税

関長から支所長に委譲した事により、輸入通関平均所要時間が２時間から１時間に短縮され

た。また同税関では、CamControl とのジョイントインスペクションや通関情報のデータベ

ース化を行っており、12 名のリスクマネジメント担当職員も配置されている。輸入コンテ

ナの X 線検査は、AZ 社によりすべての貨物に対して行われており（経済財務省からの指示

が出ている由）、検査料（$50/20feet コンテナ, $80/40feet コンテナ）が徴収され、検査
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結果（X 線画像）は税関職員にも共有されている。この港湾運営に AZ 社が関与する点（高

額な検査料、全コンテナ検査等）について、シアヌークビル港の国内外の港との競争力を阻

害するものとして港湾局長（Lou Kim Chhun, Chairman & CEO, Sihanoukville Autonomous 

Port）は強い懸念を表明している。 

 

 

４－４． プロジェクト基本計画 

 

現場視察やカンボジア側からの聴き取り事項をふまえて、以下の項目についてカンボジア

側と協議を行い、方向性と大枠を M/M をもとに協議し、合意を得た。 

 

（１） プロジェクト基本計画 

 

＜プロジェクト名称＞ 

要請時の案件名からリスクマネジメントに特化したプロジェクトであるということを明

示的にするため、案件名を以下のとおりとした。 

（和文名）税関リスクマネジメント 技術協力プロジェクト 

（英文名）Technical Cooperation Project for Risk Management in Customs 

 

＜プロジェクト目標＞ 

国際基準に準拠した税関リスクマネジメントの理論、実技に精通したコアの CED 職員が

育成される。 

 

＜期待される活動＞ 

・ WCO リスクマネジメント概論のクメール語への翻訳 

・ 税関リスクマネジメントのインディケーター開発 

・ 税関リスクマネジメントを実施するにあたって必要な政省令制定、マニュアル・ガイド

ライン策定への支援 

・ リスクマネジメントにかかる研修・セミナーの実施 

 

＜プロジェクト実施期間＞ 

要請は、WTO 正式加盟条件のクリアを考慮して 2004～2008 年までとなっているが、協力

分野をリスクマネジメントに特化することにより、要請のあった期間より短縮し、おおよそ

2年間の協力期間とした。 
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＜日本側投入＞ 

・ 長期専門家（業務調整） 

・ 短期専門家 

・ 技術移転活動に必要な機材供与は今後検討する。 

・ 派遣中の長期専門家（関税政策・行政）は、個別専門家として派遣されており、プロジ

ェクトとは独立して活動を行っているが、適宜、必要な技術的助言等を行うこととする。 

 

＜カンボジア側投入＞ 

・ プロジェクトの活動に必要な人員（core CED officials）の配置 

・ プロジェクト・オフィス 

・ プロジェクト・オフィスの維持に必要な経費 

 

（２） プロジェクト実施体制 

 

＜ターゲットグループ＞ 

CED 内に設立されたワーキング・グループ（WG）のうち、リスクマネジメントを所掌する

インテリジェンスユニット（5 名）を core CED officials とすることとした。またリスク

マネジメントにおける機密情報の取り扱いには細心の注意が必要となるため、CamControl

等の他機関はターゲットグループに含めないこととした。 

 

＜リスクマネジメント以外の分野への支援＞ 

協力分野をリスクマネジメントに特化することとしているが、リスクマネジメント以外の

分野への支援についても、リスクマネジメントを有効に活用できる場合に今後プロジェクト

の対象とすることとした。 

 

 

４－５． 他ドナーの支援状況 

 

対 CED では、IMF（関税法）、Newzealand、EU、AusAID 等が支援を行っている。特に AusAID

はリスクマネジメント分野での支援を行うこととしていることから、今後、連携の可能性と

重複回避について留意することとする。 

AusAID もリスクマネジメントの分野における協力を計画しているため、関税消費税局に

重複の可能性について照会したところ、AusAID の協力は貿易の促進を主眼においており、

他省庁にまたがる広い範囲をカバーするため、重複は回避できるとのことであった。なお、

今回調査ではスケジュールの関係から直接 AusAID 関係者と面談することは出来なかったが、

今後 AusAID との情報交換も進める必要がある。 
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５． 今後のスケジュール 

 
 今回の事前評価調査以降のスケジュールは以下のとおりとし、（４）（５）（６）につい

て M/M にてカンボジア側と確認した。 

 

（１）プロジェクト基本計画（含機材計画）、PDM（案）の策定（2005 年１月） 

（２）第 2次事前評価調査団＜現地事務所対応＞（2005 年 2 月上旬） 

（３）事前評価表の作成、決裁（2005 年 2 月中旬） 

（４）実施協議＜現地事務所対応＞（2005 年 3 月上～中旬） 

（５）R/D 締結（2005 年 3 月下旬） 

（６）プロジェクト開始（2005 年 4 月以降）  

 

 

６． 総括 

 

（１）  今回の現地調査を通じて、リスクマネジメントに係る概念が必ずしも税関幹部職

員の間で周知されておらず、また、国際基準に合致したリスクマネジメントに係る

手続きが導入されていないことが確認できた。 

 

（２）  税収向上のため、各関税事務所に毎年税収のノルマが課せられているが、ノルマ

を達成するため、各関税事務所において（程度の差はあるが）密輸の取締りに力を

入れている。しかしながら、密輸の取締りに必要な機材（モーターボート、車両、

通信機器）が不足しているため、これら機材の導入にかかる強い要請が関税局長か

らも寄せられた。 

また、密輸取締りにかかる機材については、上記の他に、監視カメラの設置（特

に雨期において河川が氾濫し密輸取締りが困難になるタケオ、カンポット両関税事

務所において）も有効であると思われるが、その妥当性、維持管理の可能性につい

てはさらに調査をして確認する必要がある。 

 

（３）  その他、X線装置、イオンスキャン、コンピューターなどの機材も CED は所有し

ていないか、あるいは不足しているため、右供与につき強く要請されている。上記

（２）も含めこれら要請のあった機材の必要性は認められるが、本プロジェクトに
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含めることの妥当性、効率性、自立的な維持運営管理の可能性等については、今回

調査ではスケジュールの関係上検証できなかった。したがって、今後の調査におい

てこれら諸点を精査の上、供与対象機材の絞込みを行う必要がある。 

 

（４）  プロジェクトの実施にあたっては、今後他ドナー（特に世銀、ADB、AusAID）や

関連企業（SCA 社）との緊密な情報交換、協議が望まれる。また CamControl との

貨物検査業務重複の実態について詳細を確認する必要がある。 

 

（５）  世銀は現在、シアヌークビル税関を対象として新たな通関システム（Asycuda）

を導入する計画を有しており、同税関システムと本プロジェクトで導入する予定の

リスクマネジメントのためのシステムが各税関事務所に導入されれば、（税関シス

テムのデータがリスクマネジメントシステムに随時送られデータベースの蓄積が

図られることにより）リスクマネジメントにかかる手続きの大幅な質的改善・近代

化が図られることになる。 

 

（６）  AusAID もリスクマネジメントの分野における協力を計画しているため、関税消

費税局に重複の可能性について照会したところ、AusAID の協力は貿易の促進を主

眼においており、他省庁にまたがる広い範囲をカバーするため、重複は回避できる

とのことであった。なお、今回調査ではスケジュールの関係から直接 AusAID 関係

者と面談することは出来なかったが、今後 AusAID との情報交換も進める必要があ

る。 

 

（７）  ADB についても、GMS との関係から、今後情報交換を進める必要があると思われ

る。 

 

（８）  WTO への加盟により、2008 年までに国際基準に合致した税関制度・手続きの導入

を行う必要があるが、そのためにはまず、改正関税法が速やかに制定されなければ

ならない。リスクマネジメントの分野に限らず、HS 分類、関税評価、事後調査の

分野においても改正関税法があってはじめて、諸省令、ガイドライン、マニュアル

の導入、改正、さらに諸手続きの改善が行われることになる。改正関税法の速やか

な導入の必要性は、関税消費税局の幹部も認識しているが、引き続き我が方からも

右について適宜先方に申し入れをする必要があると思われる。 

 

（９）  関税の分野においてもガバナンスの問題（汚職、政府高官による密輸）があるが、

法整備をすすめ、手続きの近代化を進めることで透明性が向上し、ひいてはガバナ

ンスの向上にも繋がるものと思料する。右観点からも本件実施の意義が認められる。 

11 



 

12 

 

（10）  また、WTO 関税評価協定の導入といった背景から、リスクマネジメントの向上に

より税収の増加を図ることについて先方は大きな関心を有している。 

 

（11）  関税改革にむけて問題が山積している一方で、改革推進のためのワーキンググル

ープを設立するなど右改革に向けての先方の強いコミットメントも感じられた。我

が方としても、先方の改革に向けてのイニシアティブを継続的にサポートしていく

意義は大きいと思料される。 

以上 



 

添付 1 カンボジア税関リスクマネジメント事前評価調査 各税関視察聴き取り調査結果 

税関署名 Siem Reap 税関 Takeo 税関 Kampot 税関 Sihanoukville 税関 Mong’s Port 税関 

支所体制 1 空港支所、2 国境支所 3 国境支所 4 支所 4 支所 支所なし 

人員体制 19 名 

・ 巡回チーム(6 名) 

・ 空港支所（5 名） 

・ 国境支所 A（6 名） 

・ 国境支所 B（2 名） 

67 名 

・ Takeo 本署（23 名） 

・ Kom Pong Prasang 国境支所

（18 名） 

・ Phnom Din 国境支所（17 名） 

・ Bakay 国境支所（9 名） 

31 名 133 名 

・ Headquarter 

・ Ship Formality 

・ Warehouse and Container 

Yard 

・ Inspection 

10 名 

保有機材 ・ 巡回車 3台 

 

＊携帯電話は私有物 

・ 巡回車 2台 

・ モーターボート 2 台 

・ モーターバイク 1 台 

・ アンテナ（関税局と同税関折半

で購入） 

・ ウォーキートーキー 

・ コンピューター、コピー、ファック

ス 

＊携帯電話は私有物 

・ 巡回車 2台 

・ 木造ボート（全長 20M,

全幅５M） 

 

・ TC-Scan（所有は税関では

ない） 

 

 

2004 年度 

関税収入 

（目標）1,550,000,000R 

      （US$387,500） 

（実際）2,021,671,926R 

(US$505,418) 

(達成率) 130.430% 

（関税局全体での割合） 

0.18% 

（目標）4,600,000,000R  

（US$1,150,000） 

（実際）3,765,499,578R 

 (US$941,375) 

(達成率) 81.85% 

（関税局全体での割合） 

               0.34% 

（目標）4,200,000,000R  

（US$1,050,000） 

（実際）3,500,000,000R 

 (US$875,000) 

(達成率) 82% 

（関税局全体での割合） 

              0.31% 

・ Duty and Tax 

489,404,085,905R 

(US$122,351,021) 

・ Exported Tax 

1,241,573,967R 

(US$310,393) 

（関税局全体での割合） 

（目標）1,800,000,000R  

（US$450,000） 

（実際）2,477,980,603R 

 (US$619,495) 

(達成率) 137.67% 

（関税局全体での割合） 

               0.22% 

 13



                43% 

その他  8 名の巡回チームが構成されている

が配属は不明。 

2004年度に、ガソリン 28.5 ト

ン、ディーゼル 38.25 トン、

車両 33 台、ボート 1 台の密

輸を摘発した。 

  

＊関税局全体の 2004 年度関税収入は、(目標値)1,151,711,440,443R(US$287,927,860)、（実際）1,123,200,000,000R(US$280,800,000)、(達成率)102.54％。

＊米ドル換算値は 1月 18 日現在のレート(1 US Dollar = 3,999.90 Cambodian Riel)を便宜上 US1=4,000R とした。 
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第２章 第二次調査 

 

１． 第二次事前評価調査の概要 

 

１－１ 調査の目的及び調査内容 

 

（１）本調査は、カンボジア関税消費税局（CED：Customs and Excise Department）におけ

る税関リスクマネジメントについての現状を把握し、具体的な協力内容を策定し、カンボジ

ア側と合意することを目的とする。 

（２）調査内容としては、カンボジア CED におけるリスクマネジメントの現状分析と課題抽

出を行い、課題解決のための具体的方策を検討し、通関手続きへのリスクマネジメントの導

入のために税関リスクマネジメント・システムの開発に必要な準備を行う。 

（３）上記（１）（２）の調査結果をふまえ、プロジェクト計画 PDMの概要（プロジェク

ト目標、成果、活動、専門家の投入等）と PO を改訂し、カンボジア側と合意する。 

 

１－２ 調査団の構成 

 

氏名 所属先 

沼口 三典 タイ税関（横浜税関千葉税関支署より出向） 

飛田 克彦 横浜税関業務部 総括通関情報管理官付 調査官 

石橋 寛人 JICA 長期専門家（関税政策・行政）＊現地からの参団 

佐野 喜子 JICA 長期専門家（プロジェクト業務調整）＊現地からの参団 
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１－３ 調査日程 

 

2005年 6月 12日(日)～2005年 6月 18日（土）（7日間） 

行 程 
月 日 

 

移動 JL717成田 11:00発→Bangkok 15:30着(飛田) 

 1 6/12 日 

移動 TG698 Bangkok 17:05 発→Phnom Penh 18:20着（沼口、飛田） 

2 6/13 月 

JICA 事務所打合せ 

関税消費税総局（CED）Pen Siman 局長表敬 

関税消費税総局調査 (Kun Nhem 審議官) 

 ・リスクマネージメントシステム導入の必要性の説明 

3 6/14 火 
通関業者(株)ニッセイ・カンボジア 松浦茂樹社長への聴き取り 

関税消費税総局調査（Anti-Smuggling Office, Intelligence Unit）

4 6/15 水 

関税消費税総局調査（ IT 担当部署責任者、CONTROL OFFICE）

Assistant : Pha Eng Veng 

   Assistant :KHUTH-VORACKHEM  

関税消費税総局調査（PCA 担当部署責任者） 

Chief  : CHEA HAK 

Assistant:  HUL BUNTHA 

5 6/16 木 

シアヌークビル港税関視察 

・ 税関長表敬 

・ 通関手続き及び貿易統計データ入力作業を調査 

・ TC-SCAN 視察 

CED Kun Nhem 審議官への報告 

JICA 事務所報告 

PDM 改訂作業 

移動 TG699 Phnom Penh19:20 発→Bangkok20:25 着（沼口、飛田） 
6 6/17 金 

移動 JL704 Bangkok 22:45 発→（飛田） 

 

7 6/18 土 移動 JL704 →成田 06:45 着 
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１－４ 面談者リスト 
 
カンボジア関税消費税局 
 
- H.E. Dr. Pen Siman, Royal Delegate in charge of the Customs and Excise Department 
- Dr. Kun Nhem, Deputy Director General 
- Mr. Tek Sierk Ngon, Anti-Smuggling Office / Intelligence Unit 
- Mr. Uy Sarin, Chief of Control Office 
- Mr. Pha Eng Veng, Office Assistant of Control Office 
- Mr. Khuth Varachem, Office Assistant of Control Office 
- Mr. Chea Hak, Chief of Audit Office 
- Mr. Hul Buntha, Assitant Chief of Audit Office 
- Mr. Lonh Vannak, Chief of Shihavoukville Customs Office 
 

通関業者  
- NISSEI Cambodia  松浦茂樹 社長 
 
JICA カンボジア事務所 
- 力石 寿郎 事務所長 
- 三次 啓都 次長 
- 中島 啓祐 所員 
- 内田 陽子 企画調査員 
 
１－５ 調査結果の概要 
 

本調査の主な目的は、CIS の仕様について検討を行うことであったが、調査を通じて、カ

ンボジアの通関手続きにリスクマネジメントを導入するにあたっては、「カンボジア版 CIS 

(Customs Intelligence System) の開発・導入」だけではなく、「職員の能力向上」「通関

制度、手続きの整備、簡素化」が必要であることが明らかになった。カンボジアの通関手続

きにリスクマネジメントを導入するにあたって必要な協力を明らかにするために、別添 1

のとおり「協力の概念図」を作成した。 

当初、CIS の開発にかかる部分も技術協力プロジェクトの枠組みで取組むことが想定され

ていたが、必要な仕様と想定されるコストを考慮した結果、「CIS の開発」のコンポーネン

トは無償資金協力のスキームを活用し、「職員の能力向上」「通関制度、手続きの整備、簡

素化」の部分を技術協力プロジェクトで支援することが適切であるという結論に至った。一

方、CISは非常に大掛かりなシステムであることから、カンボジアの現状と日本側の協力リ

ソースを勘案し、まずは CISの中でも重要な機能である「輸出入者資質判定システム（Trader 

Profiling System: TPS）」に特化しシステムの開発・構築を行い、シアヌークビル等でパイ

ロットプロジェクトを実施した上で、そのベストプラクティスを全国展開していくというア

プローチも考えられる。 

本プロジェクトの協力内容については、今回の調査結果をもとに、本邦財務省関税局、カ

ンボジア CEDとの協議を交え検討することとする。 
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２.  カンボジアにおけるリスクマネジメント及び電算化にかかる現状と課題 
 
２－１ カンボジアにおけるリスクマネジメント、電算化の現状 

 

現在のカンボジアの通関手続きはまったく電算化されておらず、手続きはすべて書類によ

り行われている。カンボジアにおける輸出入通関手続きでは、輸入者等が作成した申告書と

その他のインボイス等の関係書類とを税関職員が対査して、職員個人の経験と勘により要注

意貨物か否かを判定している。このように、カンボジアでは組織的にリスクを分析してメリ

ハリのある審査・検査を行うという体制が構築されていない。 
 
２－２ カンボジアにおけるリスクマネジメント及び電算化への取り組み状況 

 

（１）世界銀行による支援（ASYCUDA Worldの導入） 

今般、世界銀行の協力により税関への諸申告を処理する電算システムである ASYCUDA 

Worldを導入することになり、我が国における NACCSと同様な位置づけの通関システムが

導入されることとなる。今後、必要な作業が進められる予定である。当該電算システムの

導入は CED の改革近代化に資するものと思料する。また、他省庁との接続は ASYCUDA 

World を通じて処理可能であるが、CamTradeNet（仮称、貿易手続きのためのシングル・ウ

ィンドウシステム）で処理する方向であるとのことである。 

 

（２）統計データベース 

現時点でも、職員の手によるマイクロソフトアクセス 97を利用した統計用ソフトは存在

するが、審査基準を通関システムに適用し効率的な審査・検査を図るというような電算機を

利用したリスク管理の考え方が税関業務の中に導入されていない。現在の処理手順は輸出入

業者が作成した申告書を税関が受理した後、その内容を職員が確認し、データ入力を行い、

CED（プノンペン本局）に統計資料として送付するというものである。 

 

（別添２：通関に関する統計データベース 入力項目一覧参照） 

データベースには、申告書の入力項目をすべて入力している。なお、輸出入者管理を導入

するにあたり、No.2輸出者、No.3輸出者コード、No.7輸入者、No.8輸入者コードの項目等

があるが、現在はさまざまな情報を一つの欄にまとめて入力しているが、No.2輸出者、No.7

輸入者は、それぞれ名称のみの項目とし、名寄せの観点から住所、電話番号の項目を新たに

独立させて管理することが望ましい。 

 また、No.16最終仕向地コード、No.29品目コード、No.31原産地コード、No.38許可番号、

No.39貨物番号、No.40コンテナ番号等リスク管理に必要なコードはあるが、輸出入令、ワ

シントン条約、その他の法令等のコードや、原産地コードに加えて、船積国（港）のコード

などは、重要なリスク管理の要素となってくるので随時整備してくことが望ましい。 
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２－３ リスクマネジメントや電算化導入のための課題とその対応策 

 

電算化しリスク管理の理論を導入しても、その前提条件として、通関制度そのものや、税

関を取り巻く環境（リスクが高い輸出入者、品目が依然として高い水準を保っている）が改

善されない限り、十分な業務改善には結びつかない。以下、調査を通じて確認された課題と

想定される対応策について、特に重要性かつ緊急性の高いものについて言及する。 

 

（１） 職員の能力向上のための施策実施 

 カンボジア CEDでは、職員に対して体系的な研修が実施されておらず、現在は、ドナー

機関から派遣された専門家や SGS 等の民間企業が、一部の職員を対象としたアド・ホック

な研修を行っている。税関研修所（CTC：Customs Training Center）として、プノンペン本

局にスペースが供与されているものの、研修を担当する部署は機能しておらず専任講師もい

ない状況である。海外での研修については、職員を積極的に派遣しているが、そもそも機会

が非常に限られており、また研修の成果も参加者のみに限定され、研修で得た知識や情報を

CED内で共有するという体制にはなっていない。 

  

  

（２） 事前教示制度の導入の必要性 

通関部門職員の分類知識にばらつきがあり、正確性、透明性があるとはいいがたいこと

から、事前教示制度の導入が必要である。事前教示制度は、関税の課税の多様性、新規商

品についての税表分類の技術的困難性を考慮し、適正かつ円滑な納税を確保するための制

度であり、税関が納税義務者その他の関係者から輸出入貨物に係る分類等について教示を

求められた際に、その適切な教示を行う制度である。決定した分類については、カンボジ

ア CISに蓄積し、税関職員、輸出入者等が閲覧できるようにすることにより、正確性、透

明性を高めることができる。（カンボジア CISの詳細は後述） 

 

（３） 関税評価制度の導入の必要性 

輸入申告の際に輸入申告書に添付される仕入書、運賃明細書等のみで課税価格を決定する

ことが困難な場合がある。こうした事態を避けるために、当該課税価格の決定のための計算

に必要な事項を評価申告書に記載して提出し、計算式を決定する制度が関税評価制度である。

当該制度を導入・運用することにより、当初申告に要する時間を短縮することが可能となり、

限られた人材の有効活用に資すると思料する。 

 

（４） 事後調査制度の導入の必要性 

事後調査制度は、輸入許可後に行う納税申告事項の適否の確認調査のことであり、輸入さ
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れた貨物に係る納税申告が法令の規定に準拠して適正に行われているか否かを確認し、不適

正な申告を是正することにより、申告納税の適正化を図ることを目的としている。近年の迅

速通関の要請もあり、輸入通関の段階においては十分な審査は必ずしも行いがたい状況にあ

るため、事後的に重点的な審査を行う必要がある。 

 

（５） 通関業者・通関士制度（資格制度）の導入の必要性 

CED当局は、輸出入者の約 80％が悪質な業者（ヒアリングベース）であるとの認識を持

っている。その理由としては、申告手続きを代行する通関業者、あるいは、自ら申告書を作

成して税関に申告する輸出入者に、資格制度がないため、充分な知識を持っていない者によ

る申告が多数を占めるからであると思料される。通関業者・通関士制度（資格制度）を導入

することによって、ある一定のレベルの知識を持つ業者にのみ、通関手続きを代行させるこ

とにより、輸出入者のコンプライアンスを高めていくことができる。また、インドネシアの

ように、輸出入できる者を資格制にすることも有効な手段である。 

 

（６） 通関システム使用料の徴収の検討 

システムサイクルには限界があり、次期システム開発においても、世銀等の支援があると

は限らないため、輸出入者から使用料を徴収し、次期システム開発費等の予算を確保するこ

とが必要であると考える。この点については、現地調査最終日に CEDに対して報告を行っ

た際、調査団からの提言として述べている。 

 

（７） PSI及び最低基準価格の早期廃止の検討 

カンボジアはWTO評価協定を批准しているが、輸入者に PSI（Pre Shipment Inspection）

を義務付け、実際の取引価格ではなく、品目ごとに最低基準価格を設け、仕入書価格が最低

基準価格を下回った際には最低基準価格を課税標準価格としている現状も統計用ソフトか

ら分かった。PSI、最低基準価格については、早期廃止が望まれる。 
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３． 協力の方向性（結論） 

 

３－１ 協力の方向性 

 

 2005 年 1 月に実施された事前評価調査では、リスクマネジメント分野での協力を検討す

るにあたっての視察を含む基本情報の収集を行い、協力の方向性についてカンボジア側と確

認を行った。その後、日本側での協議を通じて、日本の CIS に相当するデータベースシス

テムの必要性が確認された。 

本調査の主な目的は、先に述べたように、その CIS の仕様について検討を行うことであ

ったが、調査を通じて、カンボジアの通関手続きにリスクマネジメントを導入するにあたっ

ては、「カンボジア版 CIS（Customs Intelligence System）の開発・導入」だけではなく、「職

員の能力向上」「通関制度、手続きの整備、簡素化」が必要であることが明らかになった。 

当初、CISの開発にかかる部分も技術協力プロジェクトの枠組みで取組むことが想定され

ていたが、必要な仕様と想定されるコストを考慮した結果、「カンボジア版 CIS の開発」

のコンポーネントは無償資金協力のスキームを活用し、「職員の能力向上」「通関制度、手

続きの整備、簡素化」の部分を技術協力プロジェクトで支援することを提案したい。これら

の点をふまえ、必要な協力の全体像を明らかにするために、別添１の「協力の概念図」を作

成した。この概念図は、カンボジアの通関手続きにリスクマネジメントを導入する場合、ど

のような協力が必要と考えられるか、という視点に立って作成されたものであり、この内容

全てを JICAのプロジェクトでカバーするというものではない。図中のどの部分を本プロジ

ェクトの協力の範囲とするかについては、今後、本邦財務省関税局との協議を交えて検討さ

れることになる。 

 

以下、３つのコンポーネントについて概要を説明する。 

 

３－１－１ CIS（Customs Intelligence System）の開発・導入 

 

（１）CISの必要性 

ASYCUDAの導入により CEDの改革近代化は進展するものの、重点的な審査検査を実現

するためにはわが国が導入しているように CISの導入が必要である。CISを導入することに

より、現存する統計用ソフトで保存されている通関実績や、さまざまなソースから入手する

輸出入者情報を分析した重点的な審査基準の設定が可能となる。また、今後導入が予定され

ている PCA（Post Clearance Audit：事後調査）の立ち入り先（輸入者）を選定する場合の重

要な判定要素を CISは提供することが可能である。 

 

このように、わが国税関で実施されている傾向情報分析（通関情報等を統計的分析する）
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の理論を導入し、生情報だけに頼らない積極的リスク管理を実行するためにカンボジア版

CISが必要である。 

 

（２）CISの開発工程と必要な投入 

プロジェクト開始から完了まで、すべての条件が整っているとの条件で 21ヶ月程度が必

要であり、その内訳は以下のとおりである。 

 

①業務分析（3ヶ月） 

②仕様設計（3ヶ月） 

③プログラム作成（9ヶ月） 

④プログラムテスト（3ヶ月）  

⑤運用テスト（3ヶ月） 

 

なお、税関専門家の投入人員はシステムの規模には依存せず、ほぼ一定であり、①から⑤

の全ての過程で必要である。特に①、②、④、⑤の過程は重要であり、コーディネーション

の役割を担う長期専門家の常駐が理想である。常駐長期専門家の派遣が困難な場合でも、１

ヶ月に 1週間程度は人員 1人の投入が必要である。③の過程は 3ヶ月に１週間程度。また、

プロジェクトの方向性の確認は、1 週間に１回は必要であるが、TV 会議ネットワークのフ

ァシリティを使用することにより対応可能である。他方、システムの規模により、カンボジ

ア税関職員の投入人員及びソフトウエア開発会社の投入人員は増減するが、カンボジア税関

職員の投入人員については、すくなくとも 10名以上のシステム開発・情報分析専担部門の

設立が必要である。（システム開発・情報分析専担部門の設立については、後ほど詳しく記

述することとする） 

 

また、開発費用については、今回の調査では概算費用を算出することはできなかったが、

最小限の機能（他システム、たとえばASYCUDAとの相互接続）や情報（輸出入者の資質に

係る情報、過去の通関実績に係る情報、事後調査結果）は開発する必要がある。更に、当該

情報についても他システムとの相互接続によりマニュアルによるデータ入力の必要がない

ことから、開発工数が減り予算を抑制することも可能である。ネットワークについては、シ

ハヌークビル税関庁舎内のLANを利用することから最小限の規模となる。

 

（３）システム開発・情報分析専担部門の設立 

  

当該部門では、CISの基本的な操作方法のマニュアルの作成、輸出入者のプロフィール調

査のガイドラインの作成を行う。また、CISの主要な情報である輸出入者のプロフィ－ル調

査を行う。実際に会社を訪問し（概観のみのチェック）、会社の所在地、設立年月日、財務
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状況等、様々な観点から調査し、情報を蓄積する。さらに、CISの稼動後は、約 40 名に規

模を拡大する必要がある。内訳は、システムのメンテナンスに約 13人、システムの開発に

約 7名、プロフィール調査の管理に約 15名で、庶務に約 5名である。この部門は、ソフト

ウエア開発会社と税関職員との触媒としての役割が期待されており、CISが有効に機能する

ために、開発時作成したCISの基本的な操作方法のマニュアル、輸出入者のプロフィール調

査に関するガイドラインを、税関職員からの質問、疑問点の収集を行い、改善していく。ま

た、通関における商業貨物のリスク管理、即ち我が国においては審査基準を適用することに

よりリスク度に応じた貨物を選別することであるが、これは、通関及び輸出入者に係る情報

の収集・分析を継続的に行うことが重要である。

 

（４）輸出入者資質判定システム（Trader Profiling System: TPS）の開発・導入 

 

 CIS の開発・導入は、CED にとって必要なことであるが、システムとしては大掛かりな

ものであり、また日本側の協力リソースや現在のカンボジアの状況を勘案すると、やや野心

的な目標であるのも事実である。 

 そこで、当面の目標として、CISの中でも特に重要な機能である「輸出入者資質判定シス

テム（Trader Profiling System: TPS）」に特化して、まずはシハヌークビル等の特定の地域で

パイロットプロジェクトの形で実施し、そのベストプラクティスを全国展開していくという

アプローチも考えられる。 

 TPSを開発・導入する場合も、開発工程、開発費用以外で必要な投入については、CIS開

発とほぼ同様であり、また TPS のサポートやメンテナンス、将来の CIS 導入に向けた検討

のために、システム開発・情報分析専担部門の設立が必要であることにも変わりはない。 

 

３－１－２ 通関手続きの整備、簡素化 

 導入が必要とされる主な制度整備等については、２－３項で述べたとおりであるが、これ

ら以外にも、民間の貿易関係者との定例意見交換や関税教会の設立、関税六法や関税率表及

びその解説集の編集など、考えられる方策は数多くある。制度整備のプロセスを通じて職員

の能力向上を図るのも重要な視点である。 

 

３－１－３ CED職員の能力向上 

 CED の職員の能力向上にかかる現状については、上記で述べたとおりであるが、まずは

研修担当部局の設立と専従スタッフの配置、人材育成にかかる計画の策定が必要であると考

える。 

 また、各分野の既存の英語教材（ACVG：ASEAN Customs Valuation Guideline、WCOのリ

スクマネジメント教材、PCAマニュアル等）をクメール語訳するだけで、基本的な教材は一

通り揃うと思われる。
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３－２ 協力実施上の留意点 

 

（１） カンボジア CEDの積極的な関与 

別添１の協力概念図及び２－３で述べているとおり、カンボジア CEDの課題は山積して

いる。こうした問題を解決するためには日本等のドナーの連携・貢献も重要であるが、なに

よりもカンボジア CEDの積極的な関与なくては成功しえない。３－１ 協力の方向性にあ

るとおり、３－１－１（３）システム開発･情報分析専担部門の設立は本プロジェクトの鍵

を握る部分であり、カンボジア側の関与如何によって本プロジェクトの帰趨が決定されると

いっても過言ではない。 

 

（２） 世銀との連携 

ASYCUDA Worldの導入時期について、パイロット拠点への導入は 2005年末を予定して

いる。先述のとおり、ASYCUDA Worldが導入されれば、PC等の基礎的なハード面は整備

されると思料する。また、ASYCUDA Worldと開発される CISのインターフェースについて

は、世銀との十分な連携を行い検討、実施していく必要がある。 

 

（３） 他ドナーとの連携 

 日本の協力リソースにも限界があることから、他ドナーの支援との有機的な連携が必要で

ある。 

 

（４）通関所要時間調査（タイム・リリース・サーベイ）の実施 

    ASYCUDA Worldと、カンボジア CISの導入前後に、通関所要時間調査を実施すること

により、通関業務が効果的に改善されているかを定量的に測定することが可能となる。実

施に際しては、WCO が策定した国際基準があるので、一定の基準に基づいて定期的に観

測することが望ましい。ASYCUDA Worldを導入する世界銀行が実施することも予想され

るので、調整が必要である。 

 

   （５）類似案件からの成果、教訓の活用 

 フィリピンにて、「税関情報インフラ整備計画」（無償資金協力と技術協力の組み合わせ

案件）では、カンボジア同様、通関システムにASYCUDA World（現在、稼動中のASYCUDA++

のアップグレードを 2005 年中に終了する予定）を導入し、PCIS（Philippines Customs 

Intelligence System）の開発することが検討されており、今後、同計画の動向を注視する必要

があると考える。 

また、平成 10年度に開発調査「インドネシア国税関システム改善計画調査」が実施され

ており、本調査では税関データベースの詳細設計までが行われているところ、参考になると
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思料する。 

 

（６）広域協力の視点 

 税関分野の協力は、各国における二国間の支援も重要であるが、税関業務は複数の国にま

たがることから地域協力の視点も非常に重要である。特に、カンボジアを含めた GMS

（Greater Mekong Sub-region）諸国には ADB主導で One Stop Inspectionプログラムが計画さ

れ、実施されている。本調査で提言しているカンボジア CEDに対するリスクマネジメント

メソッドの導入プロジェクトは、こうした流れに沿ったものであり、関係国税関が共通のリ

スクマネジメントメソッドを共有することができれば手続きの調和化・簡素化に資するもの

として、その相乗効果も期待できる。 

 

以上 

 

別添 1：「協力の概念図」 

別添 2：通関に関する統計データベース 入力項目一覧 
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税関手続きにリスクマネジメント（RM）メソッドが導入される 

・ マニュアル、ガイドライ
ンの策定 

・ RM にかかる教材作成（ガ
イドラインの翻訳） 

 

通関制度、手続きの
整備・簡素化 

CED 職員の 
能力向上 

輸出入者資質判定システ
ム：TPS（Trader  Profiling  
System）の整備 

目
標 

成
果 

・ 業務分析 
・ 仕様設計 
・ プログラム作成 
・ プログラム策定 
・ 運用テスト 
・ 基本操作研修 

 

 

 

 

 

 

必
要
な
具
体
的
方
策 

第
一
次
調
査 

 

 

 

 

 

第
二
次
調
査 

・ 組織体制の見直し、改編
（TPS の導入を前提とし
たシステム開発・情報分
析専担部門の設立を含
む） 

・ 研修担当部局の設立及び
専従スタッフの配置 

・ 研修計画の策定 
・ TPS マニュアルの策定 
・ TPS 習熟のための研修 
・ ACVG のクメール語訳、職
員への配布、ケーススタ
ディ集の作成、改訂 

・ PCA マニュアルのクメー
ル語訳、職員への配布 

  

 

 

 

 

 

 

 

必
要
な
投
入 

＜3つのコンポーネントを横断的に担当＞ 
長期専門家（チーフアドバイザー）／長期専門家（プロジェクト業務調整）  

 

・ 短期専門家 
・ 受入研修 

・ 短期専門家 
・ 受入研修 

・ 無償資金協力 
・ エンジニア専門家チーム 
・ ローカル・エンジニア

 

 

 

別添 1：協力の概念図

 



 

別添２：通関に関する統計データベース 入力項目一覧 

No. 入力項目 No.        Item No. Item No. Item No. Item
1     Office Code 11 Declarant / 

Representative 
 21 Exchange Rate

USD to Riels 
31 Country of 

Origin Code 
41 Computation of 

Duties and Taxes 
for This Item 

2 Exporter/ Consignor 12 Code  22 Terms & Place of 
Delivery 

32   Tariff Agreement
Code 

42 Attached
Documents 

 

3           Code 13 Provenance: 23 Transaction Type
Code 

33 Gross Weight 
(Kg) 

43 Grand Total

4 Operation Type 14 Code  24 Entry / Exit Point 34 Net Weight (Kg) 44 Credit Number  

5 Number of Packages 15 Destination 25 Location of 
Goods for 
Inspection 

35  Supplementary
Unit 

45 Method of Payment 

6 Number of Items 16 Code  26 Invoice Amount 
in US dollars 

36    Customs Value

7 Importer/Consignee 17 Country of Origin 27 Invoice Amount 
in Accounting 
Currency 

37    Market Value

8          Code 18 Foreign Currency 
Code 

28 Description of
Goods, Marks and 
Number of 
Packages 

38 Permit Number

9        Previous Declaration 19 Identity of Means of 
Transport at 
Departure 

29 Tariff
Classification 

39 Manifest Number

10 Warehouse Code 20 Identity of Means of 
Transport at Boarder 
Crossing 

30       Customs
Procedure Code 

40 Line Number
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